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希薄化が叫ばれるようになって久しい。また、
核家族化の進行という局面を通り越して、単
身世帯の急増という状況が顕著になってお
り、今後も単身世帯の増加が見込まれてい
る。単身世帯の増加は、家族機能の低下と
いう事態にとどまらずに、家族機能の停止に
近い状況をも生むことが考えられる。とくに
高齢の単身者が地域とのつながりを失って
しまった場合、孤独や孤立という問題が起
こってしまう。一方で企業は、急速な経済の
グローバル化の進展に対応し、国際競争力
をつけるためにも企業内福祉やいわゆる日
本的経営といわれる終身雇用制度や年功序
列型の賃金体系などの見直しを迫られてき
た。そうした結果の表れの一つに、雇用形
態の多様化、とりわけ非正規雇用者の急増
がある。現在では非正規雇用者は全労働者
のおよそ４割を占めるに至っている。非正規
雇用者については、低賃金・不安定・未熟
練など様々な問題が指摘されている。こうし
た家族・地域・企業といった日本型の生活
保障機能が急速に変容・多様化するなかで、
前述のように多くの者が漏れ落ち、生活保
護に陥ってしまっている現状がある。

2．社会保険に偏重する日本の社会保障制度
　日本は社会保障の規模について、ながら
く「小さな福祉国家である」といわれてきた。
エスピン-アンデルセンも日本は「自由主義」
と「保守主義」の「雑種」であるという表現
を使っていた3。しかし、現状の日本はもは
や「小さな福祉国家」ではない。OECD諸国
における公的社会支出（Social Expenditure）
について、公的社会支出全体の規模（公的
社会支出の対GDP比）をみると、日本は
2009年で22.2％である。OECDのデータでは

寄
稿

特
集

特集  1

誰
も
が
陥
り
か
ね
な
い
高
年
齢
期
の
貧
困

はじめに
　近年、生活保護受給者の増加に歯止めが
かからなくなってきている。バブル経済の崩
壊以前は生活保護受給者数と景気には、あ
る程度の関係性がみられた。つまり、景気回
復とともに生活保護受給者数は減り、逆に
景気後退とともに生活保護受給者数が増加
するという関係である。しかし、今はこうし
た関係はみられない。2016年６月１日、厚生
労働省は、同年３月に生活保護を受給した
世帯が163万5,393世帯となり、過去最高を記
録したと発表した。世帯類型別にみると、高
齢者世帯の増加が目立ち、全体に対する割
合は50.8％と初めて全体の半数を超えた。さ
らには、単身の高齢者世帯が増加傾向にあ
ることも指摘している1。このように、生活
保護受給者数は増え続けており、すでに構
造的な問題になっていることを物語ってい
る。筆者は生活保護受給者の増加は日本の
社会が危機に陥っているというシグナルであ
ると考えている。したがって、シグナルであ
る生活保護費をいたずらに引き下げるような
対策をしても、かえって社会を混乱させるだ
けであると考える。なぜこのような状況に陥
ってしまったのか、また今の社会保障制度の
何が問題であるのかを冷静にみなければな
らないと考えている。こうしたことが本稿の
問題意識となっている。

1．日本の生活保障機能の多様化・弱体化
　筆者は上記のように生活保護に陥らざる
を得ない者が構造的に増えている一つの背
景として、日本の生活保障機能の機能不全
があると考えている。具体的には、家族・地
域・企業のあり方である2。都市部だけでは
なく地方においても、人と人とのつながりの
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日本の公的社会支出の規模は2008年までは
OECD平均を下回っていたが、わずかばかり
ではあるが2009年で初めてOECD平均を上回
る数値となった。このように、もはや日本の
社会保障の規模は決して小さくなく、今後の
急速な高齢化という将来予測を念頭に置け
ば、今後ますますその水準が高まることは想
像に難くはない。
　次に、規模ではなく日本の社会保障の構
成における特徴も確かめておこう。日本の年
金は公的社会支出の全体の39.5％、さらに医
療は32.4％を占めている。このように日本は
社会保障の71.8％は老齢年金と医療によって
占められている4。まさにこの老齢年金・医
療に偏重した社会保障が日本の大きな特徴
である。一方で、ドイツ・フランスといった
大陸ヨーロッパの国は60％台であり、福祉国
家との印象の強いスウェーデンは60％を下回
る割合となっている。
　さらには、先ほど日本の社会保障の規模
は「決して小さくはない」と述べたが、年金
の規模（対GDP比）は8.8％でOECD平均の
6.8％を上回っている。この値はドイツの
9.1％に迫る数値であり、スウェーデンの
7.7％を上回っている。また医療の規模（対
GDP比 ）は7.2 ％ で、こ れ もOECD平 均 の
6.6％を上回っている。この値はフランスや
ドイツといった大陸ヨーロッパの国ほどでは
ないにせよ、スウェーデンの7.3％とほぼ同
じ水準である。つまり、老齢年金と医療の
規模でみれば、日本は小さいどころか、ほぼ
福祉国家並みかそれ以上の規模となってい
ることが分かる。

3．日本の社会保障のジレンマ
　繰り返し述べるが、日本の社会保障の約7
割が老齢年金・医療で占められている。し
かもこれらは日本の社会保障制度としては
社会保険制度として確立している。しかし、
近年の日本の社会保険制度の歴史をみれば、
急速な少子高齢化の進行を背景に、保険原
理ではカバーしきれない費用の増大、皆年
金・皆保険といいながらも制度間分立を一
つの特徴とする日本の社会保険制度の制度
間財政調整システムの整備・必要性の高ま
り5といったなかで、同時に公費の投入の必
要性が高まっている。国の一般会計におけ
る社会保障関係費の推移をみると、やはり年
金医療介護給付費が絶対額にせよ構成比に
せよ年々増大していることがみてとれる。
2014年度における年金医療介護給付費は22
兆5,557億円であり、社会保障関係費のおよ
そ4分の3を占めている。
　最近では生活保護費の増大も目につくが、
やはり構造的に社会保険制度への公費投入
のウェイトが大きくなっていくことは、どう
しても避けることのできない状況となってい
る。つまり、どうしても社会保険制度に税金
を投入しなければ、「今の社会保障制度」を
賄えない、という状況に陥ってしまっている
ということである。
　以上で述べてきたことを、もう一度順番に
振り返ってみる。バブル崩壊以降、日本の
生活保護受給者数は増加の一途をたどって
いる。とくに近年目につくのは高齢者世帯の
増加である。さらに付け加えると単身高齢世
帯の増加も問題となってきている。

図表１　公的社会支出の国際比較（2009 年） （単位：％）

出所：OECD Social Expenditure Database（http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG）資料より筆者作成。

―  5  ―



DIO 2016, 9

　そして改めて日本の生活保障の形という
ものをみていこう。日本は幼年期、勤労期と
いう「人生の前半期」では、家族による生
活保障機能、地域のつながりによる生活保
障機能という前提があることで生活保障が
なされてきた。また、勤労期においては日本
的経営をはじめとする企業による生活保障
機能が大きな役割を果たしてきたといえる。
だからこそ、日本の社会保障制度は年金・
医療・介護という「人生の後半期」におけ
る生活保障機能に特化する形で発展を遂げ
てきた。
　しかし、このような日本型生活保障の形は
転換点に来ている。家族による生活保障機
能、地域のつながりによる生活保障機能、日
本的経営をはじめとする企業による生活保
障機能が大きな、そして急速な変化に直面
している。そしてその変化は日本型セーフテ
ィネットの弱体化を意味しているといっても
過言ではない。こうした日本型セーフティネ
ットの弱体化が幼年期および勤労期におい

て困難に陥ってしまう者が増える原因となっ
ている。そして日本の社会保障制度が「人
生の後半期」に集中しているため、そこから
生活保護に陥ってしまう者が増えてきたの
である。
　また、日本の社会保障制度の中心である
社会保険制度も大きな問題を露呈してきて
いる。それは、単に少子高齢化の急速な進
展によって負担と給付のバランスが悪化し
ていることだけではない。近年、大きな問題
となっている国民年金保険料の未納は、単
に年金に対する不信だけに起因しているも
のではない。非正規雇用者をはじめ、低賃
金のもとで働く労働者が増えており、そうし
た低所得者にとっては年金保険料の拠出が
負担となっている場合が多い。こうした者は
将来的に低年金・無年金者となる可能性が
大きい。現在においてでさえ、高齢者世帯
の生活保護受給者の増加が問題視されてい
るが、「人生の後半期」に設定された年金・
医療さえ受け取れない者が今後増えていく

図表３　「その他世帯」の年齢階級別分布（2011 年度）

「世帯主」年齢階級別 「世帯員」年齢階級別

出所：厚生労働省『被保護者全国一斉調査』2011年データにより筆者作成。

図表２　社会保障関係費の内訳の推移

注：2009年度から2012年度までは決算、2013年度は当初予算と補正予算の合計、2014年度は当初予算の数値である。
出所：財務省 主計局調査課「財政統計」（http://www.mof.go.jp/budget/reference/statistics/data.htm）資料より筆者作成。
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であろうことが容易に想像できるのである。
　こうした状況の一端を数字でみてみよう。
生活保護受給者のなかの「その他世帯」の
詳細を年齢別にみると、最も多い年齢層は
50歳代である。「その他世帯」というと「稼
働年齢層」というイメージもあるが、実際に
は「稼働世代のなかでの高齢層」が多数を
占めている。こうした数字をみても、将来の
無年金者の増大という事態も想像に難くな
く、高齢の生活保護受給者のさらなる増加
や長期化の懸念も想起される。
 　そしてここで問題視されなければならな
いことは、日本の財政は「今の社会保障制度」
の財源を確保することで精いっぱいであると
いうことである。社会保障・税一体改革にお
いて、消費税の増税分を社会保障に使う、
しかもそのうちの多くが「社会保障の安定」
のために使うと説明しているのが象徴的で
ある。しかし、いくら「今の社会保障制度の
安定」に財源を割こうとも、そもそも「今の
社会保障制度」の枠から外れてしまった者
には何の助けにもならない。むしろ、「今の
社会保障制度の安定」のための財源確保に
躍起になればなるほど、そこから漏れ落ちた
者を救うための財源確保がより一層難しくな
っていってしまう。これがまさに今の日本の
社会保障のジレンマである。

4．排除・分断を生む「今の社会保障制度」
　最後に、「今の社会保障制度」のもう一つ
の深刻な問題を挙げることにする。それは、

「今の社会保障制度」が国民を排除する、あ
るいは分断する道具になってしまっていると
いう深刻な問題である。
　たとえば、日本のジニ係数の改善につい
てみると、税による再分配はごくわずかでほ
とんどが社会保障による改善により説明でき
る。しかし、この格差改善を年齢階層別に
みるとほとんどは65歳以上の高齢層におい
ての改善であり、若年層での改善はあまりみ
られない。この原因は「今の社会保障制度」
が年金・医療という「人生の後半期」にお
ける保障に偏っているからである。また、年
金の世代別の収益率といった推計が出され
るたびに、「得する現在の老年世代と損をす
る若年世代」というように世代間の不公平を
助長するきらいもある。このように、「今の
社会保障制度」は若年世代と老年世代とい
う世代間の対立を生みだし、さらには対立を
煽る道具となってしまっている。
　また例えば、現在の年金は社会保険制度
であるため、保険料の拠出があることが年

金受給の要件となる。しかし基礎年金には
保険料以外に財源の半分として税が投入さ
れている。その税のなかには消費税収も含
まれる。1999年より予算総則に明記されるこ
とにより、消費税（国分）の使途として基礎
年金をはじめとする「今の社会保障制度」
に投入されていることは多くの者が知ってい
る事実である。消費税は保険料を払った者
であろうと保険料が未納の者であろうと消
費する限りは税の負担者となる。そしてその
税は基礎年金の財源となっている。しかし、
保険料が未納の消費税負担者は保険料未納
という事実により年金受給からは排除される
ことになる。「今の社会保障制度」が国民を
排除する例である。
　いつから日本の社会保障は、その存在ゆ
えに国民を不安にさせ、対立を生み、排除
を生み出す道具となってしまったのであろう
か。こうした事実を我々は真正面から受け止
めなければならない。小手先だけの、社会
保障財政の収支尻を合わせるだけの名ばか
りの「改革」に終始しているのであれば、結
果として生活保護というシグナルは発せら
れたままであり、今後も国民の不安や分断
が続いていくことになろう。
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